
STEP１ 市で、たたき台（案）を作成

STEP２ 検討委員会で、たたき台（案）について意見を聴取

STEP３ 市で、たたき台（案）を修正し、整備計画（原案）を作成

STEP４ 整備計画（原案）についての説明会を実施

STEP５ 説明会での意見を踏まえ、整備計画（原案）を修正し都市計画決定に向けた手続きを進める。
（都市計画審議会、公聴会、パブリックコメント等）

第３回検討委員会
令和２年８〜９⽉頃

第４回検討委員会
令和２年10〜11⽉頃

第５回検討委員会
令和３年１〜２⽉頃

以降

※状況に応じて部会を開催

３．検討委員会の進め方について 資料３

（予定） （検討事項イメージ）

2020.6.27

・都市計画道路（案）について
・まちづくり重点整備箇所について

・駅前広場の活用について
・フレキシブルゾーンの活用について

・区画道路の設定について
・管理運営組織について

・将来土地利用について
・土地区画整理事業の施行区域について
・都市計画（原案）について …など


